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【補助事業概要の広報資料】 

 

補助事業番号 24-2-026 

補助事業名 平成24年度 身体障害者補助犬を広める活動 補助事業 

補助事業者名 社会福祉法人 日本介助犬協会 

 

１ 補助事業の概要 

（１） 事業の目的 

   身体障害者補助犬法が成立し、10年が経過したが肢体不自由者の日常生活動作を介

助し、自立と社会参加を促進することを目的に訓練された介助犬は未だ67頭（平成

25年4月1日現在）しか実働していない。全国に1,760,000人存在している肢体不自由

者の中でも15,000人以上が介助犬により自立ができるという推計調査結果があるが、

未だ当事者に情報が浸透しておらず、十分な供給体制が出来ていない。良質な介助

犬の繁殖、良質な介助犬訓練士の育成を含めた介助犬育成体制を確立し着実に増加

している介助犬希望者に効率よく、適性のある介助犬を育成し、一人でも多くの障

害者が介助犬と共に自立・社会参加できるための環境評価や調整を行う体制を確立

する。 

 

（２） 実施内容 

 肢体不自由者の自立と社会参加のための介助犬育成・普及啓発事業  

（http://s-dog.or.jp/publics/index/39/） 

 

ア．繁殖体制と候補犬確保の体制の確立（http://s-dog.or.jp/publics/index/39/） 

介助犬育成体制の確立のためには適性のある候補犬確保が必須である。そのため

の国内外における良質な犬の繁殖における情報収集、ネットワーク作り、繁殖体

制を一部確保することができた。 

イ．介助犬体験入所の開催 （http://s-dog.or.jp/publics/index/9/） 

介助犬総合訓練センターを建設し、障がい者が入所して合同訓練実施できるよう

になった。その疑似体験となる介助犬体験入所を３回実施、全国に存在している

介助犬希望者である障がい者に対して介助犬と共に自立・社会参加できるための

情報提供を着実に実施することができた。 

ウ．介助犬希望者宅への訪問調査 （http://s-dog.or.jp/publics/index/9/） 

良質な介助犬を効率よく障がい者に適応させ、待機期間がなく合同訓練を開始す

るために訪問調査等の評価を実施するような介助犬育成体制が必要であるが、国、

県の助成制度は限られており、そのために適性のある介助犬希望者への体制が十

分に整備されていない現状がある。そこで、全国に存在している介助犬希望者で
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ある障がい者に対して効率よく、適応した介助犬を育成し、一人でも多くの障が

い者が介助犬とともに自立・社会参加できるための評価・合同訓練体制を確立す

る足掛かりとなった。 

 

（ア）  盲導犬協会での評価          ニュージーランドブリーダー訪問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ）   体験入所の様子           ウ）継続指導の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 予想される事業実施効果 

障がい者やリハ専門職には介助犬の有効性が浸透しておらずリハ専門職による支援

体制も未だ不十分である。介助犬により自立・社会参加できる当事者が、未だ介助

犬の存在を知らないまま、希望していないのが実態である。介助犬により生きがい

を持ち、社会参加に前向きなることで就労を果たした使用者も多くあり、情報普及

と希望者に的確、かつ迅速に介助犬の育成がなされる体制づくりの努力が今後も継

続して必要である。介助犬希望者が着実に増加している中、適性犬による繁殖体制
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と候補犬確保の体制の確立を今後も目指す必要性がある。 

介助犬は全国で67頭(平成25年4月1日現在）となったが全国に1,760,000人存在して

いる肢体不自由者の中でも15,000人以上が介助犬により自立ができるという推計調

査結果があり、未だ十分とはいえない。今回、確立された適性犬による繁殖体制は、

今後の介助犬候補犬確保につながり、また、今回、築かれた盲導犬育成団体との良

好な関係のネットワークは将来的な盲導犬・介助犬育成の効率化につながる。今後

も継続的に育成実績を着実に積むことで一人でも多くの障害者の自立と社会参加に

十分貢献できると考えられる 

 

３ 本事業により作成した印刷物等 

 

「平成24年度日本介助犬協会のあゆみ」 

 

４ 事業内容についての問い合わせ先 

 

団 体 名： 社会福祉法人 日本介助犬協会（ニホンカイジョケンキョウカイ） 

住   所： 480-1311 

       愛知県長久手市福井１５９０－５１ 介助犬総合訓練センター 

代 表 者： 理事長 大島 慶久（オオシマ ヨシヒサ） 

担 当 部 署： 総務部（ソウムブ） 

担 当 者 名： 総務部長 佐藤 江利子（サトウ エリコ） 

電 話 番 号： 0561－64－1277 

F A X： 0561－64－1278 

E - m a i l： info＠s-dog.jp    

Ｕ Ｒ Ｌ： http://s-dog.or.jp/ 

http://s-dog.or.jp/

